
第

六

百

六

十

四

号

令

和

八

年

二

月

二

十

四

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

文
化
伝
承
課)

六
三
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

六
三

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

農
地
整
備
課)

六
五

規

則

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
図
書
館
管
理
規
則(

令
和
元
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
中｢

午
前
十
時｣

を｢

午
前
九
時｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知
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○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日



岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

条
例
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
地
公
署
の
級
別
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
支
給

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

四
級
地

百
分
の
十
六

二

三
級
地

百
分
の
十
二

三

二
級
地

百
分
の
八

四

一
級
地

百
分
の
四

３

前
項
の
特
地
公
署
の
級
別
区
分
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
と
お
り(

第
一
項
の
人
事
委
員
会
が
認

め
る
公
署
に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
当
該
公
署
の
級
別
区
分)

と
す
る
。

第
四
十
四
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
第
七
項
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
中｢

同
項
に
規
定
す
る
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
日(

職
員
が
当
該
異
動

に
よ
り
そ
の
日
前
一
年
以
内
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合(

人
事
委
員
会

が
定
め
る
場
合
に
限
る
。)

に
は
、
そ
の
日
前
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。)

に
受
け
て
い
た｣

、｢
(

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け
る
給
料

の
月
額)｣

及
び｢(

そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
六
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額)｣

を
削
り
、
同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
六

項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
三
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中｢

か
ら
第
五
項
ま
で｣

を｢

及
び
第

三
項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
五
第
四
項
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
六
第
三
項
中｢(

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
、
現
に
受
け
る
給

料
の
月
額)｣

を
削
る
。

付
則
中
第
二
十
一
項
の
前
の
見
出
し
、
同
項
、
第
二
十
二
項
、
第
二
十
三
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同

項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
六
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
第
二
十
一
項
と
し
、

同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢(

条
例
付
則
第
二
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
産
業
教
育

手
当
の
支
給
額)｣

を
付
し
、
第
二
十
七
項
を
第
二
十
二
項
と
し
、
第
二
十
八
項
を
第
二
十
三
項
と
す

る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤

務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

(

雑
則)

２

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

(

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

３

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則(

令
和
七
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
十
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
を
削
り
、
第
十
三
項
に
見
出
し
と
し
て｢(

暫
定
再

任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
経
過
措
置)｣

を
付
し
、
同
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第

十
四
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
第
十
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢(

定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る

経
過
措
置)｣

を
付
し
、
第
十
五
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
十
六
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
七
項

を
削
り
、
第
十
八
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
を
削
り
、
第
十
九
項
に
見
出
し
と
し
て｢(

暫
定
再

任
用
職
員
へ
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
経
過
措
置)｣

を
付
し
、
同
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
二

十
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
第
十
七
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢(

定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過

措
置)｣

を
付
し
、
第
二
十
一
項
を
第
十
八
項
と
し
、
第
二
十
二
項
を
第
十
九
項
と
し
、
第
二
十
三

項
を
削
り
、
第
二
十
四
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
第
二
十
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し

と
し
て｢(

令
和
七
年
改
正
条
例
附
則
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
寒
冷
地
手
当
に
関

す
る
経
過
措
置)｣

を
付
し
、
第
二
十
五
項
を
第
二
十
一
項
と
し
、
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項

ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
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公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
八
年
二
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
・
農
道
整
備)

地
区
名

白
鳥
北
部
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
十
六
日
ま
で
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令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


